
個別支援から地域づくりへの政策デザイン
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高齢者から全世代全分野に広がる 地域包括ケア豊明モデル

愛知県 豊明市 市民生活部 共生社会課



愛知県 豊明市の概況

1

 愛知県のほぼ中央に位置する
名古屋市のベッドタウン

 人口 67,768人（31,457世帯）
高齢者人口 17,779人 (令和７年４月１日現在)

高齢化率 26.2％（県高齢化率より高い）

 人口構成は、前期高齢者に人口の山があり、
今後10年の後期高齢者の伸びが著しい
地域特性
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地域包括ケア豊明モデルのあゆみ

2

 豊明市×藤田医科大学
×ＵＲ都市機構
連携協定締結

 ICT医療介護情報連携基盤整備（いきい
き笑顔ネットワーク）

 多職種チーム医療を担う人材育成事業

 全世代・基幹型地域包括支援センター
（名称：重層支援センター）設置

 市民生活部市民協働課を共生社会課
に改名、重層的支援体制整備事業
（地域づくり、参加支援）を移管

 ３か所目の地域包括支援センター設
置（中部地域包括支援センター）

 医療介護サポートセンター「かけは
し」開所（藤田医科大学委託）

 アイシン・豊明市 チョイソコ企画
会議スタート

 廃校した小学校跡地施設に
多世代交流拠点（共生交流プ
ラザ「カラット」オープン

 重層支援体制整備事業開始
 「アジャイル型地域包括ケア

政策共創プログラム」開始

 チョイソコ試行運行開始

 地域包括ケア自治体職員人材育成プログラム
（シンクタンク＆藤田医科大学）実施開始

 おたがいさまセンターちゃっと事業開始

 多職種合同ケアカンファレンス開始
 保険外サービス（民間サービス）との連携開始
 職能団体設立（リハ、看護、ケアマネ）

 豊明団地学生居住開始
まちかど保健室開所

 「総合事業」移行
 通所C型（元気アップリハビ

リ）、まちかど運動教室（一
般介護予防事業）

 「地域包括ケア豊明モデル」日
経BP全国自治体視察ランキン
グ初の首位（以降３年連続）

 生活困窮者自立相談支援事業を直営化・重層支援センターに併設
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地域包括ケア×地域共生社会 組織体制

住民自治
地域づくり部局

介護保険
高齢者部局

うち他法人からの
派遣出向職員６名
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豊明市が目指す地域包括ケアのビジョン

できるだけ本人の「ふつうに暮らせるしあわせ」を支える
そのために役立つものを見つける、探す、無ければ創り出す

メッセージメッセージメッセージ。
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2022.5

廃校となった小学校跡施設を、市民が世代や分野を超えてつながり、市
民の興味関心に応じた多様な活動との出会いが生まれる拠点として2022
年５月にオープン（共生社会課が所管、指定管理者による運営）

「支え手」「受け手」の関係を越え、人と人、人と社会がつながり、
誰もが孤立せず、役割や生きがいを持って暮らすことができる
「地域共生社会の実現」をコンセプトに据える

組織の動き
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2024.4

カラットを拠点とし、不登校や引きこもり等、生きづらさを抱え社会的
に孤立しがちな人を、市民の興味関心で始まる多様な活動に繋いでいく取
組が、功を奏したたため、これまで地域福祉部門が担っていた複雑困難
ケースの個別支援（重層的支援体制整備事業）を地域づくり部門（共生社
会課）に移管

組織の動き
地域の多様な法人（大学、医
療法人、社会福祉法人、医療
生協等）から職員を市へ派遣
（出向）いただき、各相談機
関の後方支援を担う「重層支
援センター」として設置

「個別支援」と「地域づく
り」の両輪をひとつの部署に
集約化する
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2025.4

各相談機関の後方支援（支援者支援）を担う「重層支援センター」が
関わるケースのうち、約7割が生活困窮のケースであった

ひきこもりや精神疾患ケース、若年世代、現役世代の「参加支援」の柱
は、多くの場合「就労準備支援」「就労定着支援」と気づく

組織の動き

「重層支援体制整備事業」と
「生活困窮者支援」「就労支
援」を統合し、切れ目のない
一体的な支援を行ったほうが
よいと考え、「生活困窮者自
立支援事業」を共生社会課
（重層支援センター）へ併設



異なる意見、価値観、優先順位を持つ
多様な関係者との合意形成のための仕掛け
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合意形成の仕掛け① 個別事例の検討「多職種合同ケアカンファレンス」

市が主催する症例検討会議（ケーススタディ型）
2016年４月から毎月実施。

【目的】
規範的統合（医学モデルから生活モデルへ）
自立支援型ケアマネジメントの徹底
多職種の視点による重度化予防
専門性の向上と他の職種への技術移転

【参加者】
地域包括支援センター、ケアマネジャー
サービス事業所（看護師、リハ職、相談員等）
医師、歯科医師、薬剤師、PT、OT、ST
管理栄養士、歯科衛生士
生活支援コーディネーター、司法書士、
保健師、看護師、ＭＳＷ
障がい者基幹相談支援センター、
生活困窮自立生活相談センター
その他、大学病院実習生、民間企業 ほか

すべては、ひとりの人の暮らしを考えることの繰り返しから

頻度:月2回（包括版、居宅版）1時間半
1回あたりの検討数:３事例～4事例
対象症例として選定する基準:
①よくある症例（困難事例でない）
②事業対象者～要介護３の在宅ケース
③多職種の学びとなるもの

POINT
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ビジョンの共有「豊明市が目指す地域包括ケア」

「ふつうに暮らせるしあわせ」をいかに守り支えるか
そのために役立つものを見つける、探す、無ければ創り出す

メッセージメッセージメッセージ。
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豊明市 多職種合同ケアカンファレンスの特徴

グランドルール 3 Ground Rules

①オープンカンファレンス式
参加自由（無報酬）アドバイザー不在（対等な関係）

それぞれの専門分野の英知の結集

②ケーススタディ型
よくある症例を検討 この方「で」考える 次に活かす

③「生活モデル」に基づくディスカッション
暮らしを支える視点で検討 議論ではなく対話重視
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「個別ケース」から「地域の課題」を考える

地域ケア会議 事例

似たような生活環境

１人の高齢者に起こっていることは、

その背後に同じような高齢者が多数いるのではないかという気づきにつながる

同じような利用サービス

同じような疾患・怪我
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合意形成の仕掛け② ロジックモデルを活用した政策コミュニケーション

この事業で何を目指し、どうなったらうまくいったと言えるのかについて、メンバーそれぞれが持
つ意見や疑問、迷い等の言葉を出し合い、チームとしての意思を創り上げていくツールとして「ロ
ジックモデル」を活用。ロジックモデルを作成しながら、事業における取組の細部（アクティビ
ティ）を設計して実行。事業開始後は、実践から得た気づきをロジックモデルに適宜反映していく



政策デザインの過程 事例①
～不登校の子どもへの支援～

令和７年度 子ども家庭庁「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」
ー首⾧部局での不登校の子どもへの支援体制の構築ー
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2025.4

不登校の子どもの支援体制を強化したいという教育⾧の意向により、
市⾧部局の「共生社会課」にて不登校の子どもの支援を実施することとな
る（令和７年度 子ども家庭庁「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」申請）

しかし、小中学生とその家庭の支援に関して、学校と子育て支援関係部署
間の組織の壁は高く、情報共有や役割分担において組織間のコンフリクト
が頻回に起きる状況

不登校の子どもの支援に関しても、学校や支援関係機関の「地域の居場所
があれば良いのでは」「学校に来れなくても構わない」といった考え方と、
保護者の「学校に行けなくて本当に将来、大丈夫なのか」という不安など、
各組織の見解や個人の価値観によって「めざす姿」が大きく左右されてし
まう

組織の動き



事業実施スケジュール

３月９月～２月８月７月６月2025年４‣５月

リーフレット作成

学校挨拶周り

モデル支援

広報・HP掲載

相談申込フォーム作成

6/25市⾧・教育⾧・指導室・幹部レク
（方針決定）

課内ミーティング（進捗確認・検証・改善）

11/18市⾧・教育⾧・指導室・幹部レク
（進捗報告・次年度体制検討）

学校から
対象者への
勧奨開始

課内ミーティング（方針立案）

事
業
効
果
検
証
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●7/16LINE投稿

●7/16Instagram

●7/16Facebook
●7/17X（旧Twitter）

●Eメッセー
ジ一斉配信

●8/1X（旧Twitter）
子どもの居場所チラシ

●8/20Instagram
「よりそい」

●10月～LINE相談受付開始

●9/8Instagram
「不登校支援」

●回覧板（10月）

●11/6Instagram「心理師コラム」

●Eメッセー
ジ一斉配信



どのように目指す方向の合意形成をしていったのか
関係者レク資料抜粋
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代中 高

もともと集団は苦手
小５から行き渋りが出る
ようになったが、親が促
し、休みがちだが、なん
とか登校

通信制高校に進学したが、提出物
が出せず、自主退学

中学１年の夏休み後
から全く学校にいけ
なくなる スーパーでアルバイト

を始めるが馴染めず３
か月で退職、その後、
職を転々とする

部屋（実家）で引きこもるようになる
外出は人目を避けて、コンビニに行く
程度

親が介護状態になるが、本人
が年金を使い込み、介護サー
ビス利用に支障時折暴言や暴
力を振るい、警察や市が介入

両親死亡
しばらくは残され
た預貯金で暮らす
が、底をつく
家はゴミ屋敷状態
公共料金の滞納

不登校

ひきこもり

就業定着
困難

虐待
ネグレクト

生活困窮

行政の介入

行政の介入切れ目のない支援
社会的・経済的・日常生活自立
を目指した予防的な支援

本市における取組目的「なぜ不登校児童生徒の切れ目ない支援が重要なのか」

就業定着困難、ひきこもり、高齢者虐待、生活困窮等の生活課題を抱える人の過去には、小中学校
在学中に不登校であったケースが多くみられる。将来の「社会生活」「日常生活」「経済的」自立
を目指した予防的支援として「不登校児童生徒」への支援を行う
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学校ほど、子どもに多様な体験を総
合的に提供できる場はない

 基礎的学力の習得
 集団活動
 多様な交友関係
 社会性の育成
 運動機能の向上

経済的に余裕がなければ、フリース
クール等の利用も難しい

不登校のきっかけは些細なことで
あっても、不登校により二次障害を
引き起こし困難化する恐れがある

 生活リズムの乱れ
 ゲーム・ネット依存
 親子関係の悪化
 精神的な不安定（抑うつ、不安

等）
 自傷行為、家庭内暴力

学齢期に「うまくいかなかった」と
いう失敗体験（トラウマ）をそのま
まにしておくと、困難を乗り越える
成功体験が積めず、⾧期的な影響を
及ぼす恐れがある

 自己否定感、自信喪失
 強い対人不安
 就業定着困難（離職を繰り返

す）
 ひきこもりニート状態への移行
 社会的孤立による将来的な経済

的困窮

不登校が引き起こす課題の整理（不登校は解決すべき問題なのか）

学校生活で経験できる
「多様な体験」の喪失

Problem

1 学校にいけないことによる
負のスパイラル

Problem

２ 学齢期における「社会的な
失敗体験」の⾧期的影響

Problem

３

不登校は、それが単に「学校に行けないという」事象にとどまらず
子どもや家庭に複雑かつ深刻な問題を引き起こし、子どもが将来、

社会的・経済的に自立した大人に成⾧していく上で、大きなハンディキャップを残す
19



現在の不登校「支援に係る課題」（なぜ不登校は踏み込みづらいのか）

早期介入ができない

子どもの想いの
把握の難しさ

環境要因や価値観の
影響が大きい

 一時的な体調不良か不登校の入り口か見極めが難しい

 様子見になりがち、初動対応方法がわからない→いつの間にか不登校

 二次障害へつながり困難化する（生活リズムの乱れ、ゲーム・ネット
依存、昼夜逆転）

 親子関係の悪化を招き、会話がなくなり、子どもが親の言うことを聞
かなくなる→もはや家庭内だけでは解決困難となる

 子どもは自分の気持ちを他者にうまく説明できない（言葉にならない、
言語化能力が未熟）→親や関係者は不登校の理由が理解できない

 親の気持ちや見方や価値観が優先される

 子どもは、親に見捨てられないよう、心の奥底では、親の気持ちを感
じ取って自分の意見を抑える（調整する）

 子どもだけでは、子どもの意向は実現できない

 学校は家庭教育のあり方まで口を出しづらい（ゲーム、ネット利用の
ルール、起床就寝時間、身の回りの支度、食事等）

 学校では親子関係悪化、夫婦間の教育方針のずれに介入しにくい

 支援者側のリスク回避傾向 （介入によるハレーションを恐れる）

 社会の価値観の変化（無理をさせない、見守り重視、学校に行かない
こと、休むことも選択の一つとして許容していく風潮）

20



不登校が常態化し、「対人不安・ひきこもり状態」に繋がる経過

発達特性
友人関係
の不和

学習不安
劣等感

精神的ス
トレス

休みがち
行き渋り

生活リズ
ムの乱れ

本人の
自己肯定感低下

保護者の
焦り・不

安

子ども
苛立ち

暴言、暴力

親子関係
悪化

スマホ・
ゲーム
依存

周囲からの目
不安・恐怖

友達から
の目に対
する不安

教員との
相性

見守り的
対応

うまくい
かない
諦め

不登校
常態化

対人不安
孤立

ひきこもり
状態

子ども
罪悪感・劣等感

疾患

防衛本能
退避欲求 身体症状

不登校に至った
当初の
背景要因

時間が経過
した後の
二次的
背景要因

本事業の支援において
解決していく課題

負のスパイラル

親子の
会話減少

親の
教育に対す
る無関心

21



69

親が支援を望む
親が支援を

望んでいない

専門職の判断
「必要性が高い」

専門職の判断
「必要性が低い」

啓発・予防領域

介入領域

今回対象とする世帯

いわゆる困難ケース

自発的領域

相談関係成立領域

本モデル事業のスコープ（対象領域）

本モデル事業においては、「親が支援を望む」世帯を対象とし、「効果的な不登校支援モデル」
を確立する。当該モデル事業で確立された支援を「介入領域」へ拡大していく

重層支援ケース
として対応

22



本モデル事業を通じて検証したい仮説

 効果を発現させるため
に、支援計画に必ず含
めるべき項目は？

 子どもと親のコミュニ
ケーション量や質を改
善させることは有効
か？

 家庭のルールづくり
（特にデジタル使用）
は有効か？

 不登校のフェーズ（休
み始め・⾧期化）に応
じた支援計画のあり方
は？

 効果を発現させるため
に親と子のどちらに多
く介入すべきか？（支
援員と子ども、親のそ
れぞれの面談頻度
は？）

 不登校のフェーズ（休
み始め・⾧期化）に応
じた支援方法の違い
は？

 支援に適した場所はど
こか？

 支援員と親・子とのコ
ミュニケーションツー
ルとして、セルフプラ
ンは有効か？

 早期相談に繋げるため
の効果的な方策は？

 どんな相談方法であれ
ば、相談しやすいか
（来所、訪問、オンラ
イン、電話等）

 相談対応時間はいかに
あるべきか（平日業務
時間内だけでよいの
か）

 早期介入を難しくする
要因は？（学校・教
員・家庭）

 ⾧期化する家庭に共通
の特徴（家庭教育、親
子関係等）はあるか？

 なぜ不登校支援は難し
いのか？（踏み込み不
足が⾧期化を招いてい
ないか）

 支援員に求められる支
援技術は？

支援内容支援方法相談入口不登校の要因

打ち手仮説課題仮説

今年度の支援事例（10～12世帯を想定）を通じて、下記仮説を検証し、「効果的な支援方法」と
「支援対象ケース数を増やしていくためにはどのような体制が必要か」を明らかにする
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仮説

課題仮説

インプット

誰に

アクティビティ

どう働きかける

アウトプット

まずどうなって【直接の結果】

アウトカム

何が変わる

インパクト

ありたい姿

再登校・社会参加支援プログラム「CoCoカラプログラム」 効果発現の経路（ロジックモデル）

現状
 早期対応が遅れ、不登校が⾧期
化・ひきこもり・社会不適応（短期
離職の繰り返し）に発展しやすい

 親の心理的不安から子どもの気持
ちを理解してあげられず、結果的に
悪循環を引き起こしている

 登校するよう強く促すべきか、子ども
の言うがままに休ませるべきか悩んで
いる（子どもの自己決定を信頼で
きない）

 生活リズムが乱れ、ゲーム依存等に
繋がる

 関わり方がわからないため、月１回
の電話連絡などに留まる

真因
 一時的な体調不良か、⾧期的な
不登校への入口なのか見極めが困
難

 支援者側のリスク回避思考（学校
に来ないこと、体調絶対主義、嫌な
気持ちを避ける、無理をさせない
等）

 親は休み始めにどのように対応した
ら良いか分からない

 親は子どもに制限・決まり（ゲーム、
起床・就寝時間等）をかけることを
避ける

 学校は不登校に至る背景要因が
掴みきれない

 子どもは自分が何が辛いのか、何が
嫌なのかを捉えきれない・語れない

課題
 早期介入し、伴走する仕組みづくり
（早期相談の促し等）

 様子見ではない、望ましい方向に
事態を動かしていく支援方法の確
立

 フェーズごとの対応方法（不登校ケ
アパス）の確立

 ⾧期療養中に、守るべき生活上の
ルールや生活習慣を実施・定着さ
せる

 子どもの気持ちや思いを汲み取るコ
ミュニケーション技術やツールの確立

相談勧奨
（学校）
 月７日以上（２か月で１０日以上）休んだ家
庭に相談窓口のチラシを渡してもらう

情報共有
（共生社会課→支援室）
 支援対象者・支援計画の共有
（支援室→共生社会課）
 これまでの経緯（学校での様子、家庭への介入頻
度等）、SSWの関わりの共有

再登校に向けた協議
 子どもが無理なく通える場（教室）について、子ど
も、保護者、学校と協議を行い、受け入れ体制を
整える

情報共有
 チラシを手渡した家庭数
 支援対象者数
 自立生活相談センターへ情
報共有した回数

 重層支援会議の開催数

相談を勧奨する
 対象者にチラシを渡すよう
になる

情報を共有する
 適切なタイミングで情報共
有が出来ている

プログラムに関する認知
 学校だけではやりきれない
ことまで、やってくれいるんだ
と感謝が芽生える

 プログラム対象者について、
共生社会課との協議がで
きる

相談勧奨が仕組み化・定着する
 「相談窓口チラシ配布」などの
初期対応がマニュアル化し、全
教員に浸透し始める

対象者に漏れなくチラシを送付
できている

気になる児童・生徒もつなげよう
とする

共生社会課との連携を前向き
に捉えるようになり、チラシ配布
対象者だけに限らず心配な世
帯をつなげようとする

保
護
者

相談窓口の周知・実施
 広報掲載（年２回）
 チラシ配布箇所数
 インスタ更新・閲覧・登録者
数

相談受付件数
 相談件数（初回相談）
CoCoカラPG参加数
 プラン作成件数
プラン作成後の関わり
 面談回数（親・週１回）
 メールでの報告数
 報告を踏まえたプランの見直
し

 支援継続率
 セルフマネジメントノートへの記
入量

 取り組み事例（数）

プログラムへの主体的な参加
 自分の不安や迷いを表現しながらも、
子どもへの関わり方を工夫するように
なる

 支援者への報告が週ごとの取り組み
内容だけでなく、日々の変化や自分
の気持ちなど、より詳細な報告をする
ようになる

問題への対応力の向上
 子どもが不安や嫌なことを口にした時
に、感情のまま話すのではなく一旦
受け止め、冷静に対応することがで
きる

 子どもが前向きに取り組めるよう、必
要な声がけ・励ましができる

手応えの実感
 子どもの良い変化が、自分の関わり
方が変わったことによると実感できる
ようになる

 子どもがここまでできるんだと驚き、力
を持っていることに気づく

 もしかしたら自分の関わり方が、子ど
もの力を奪っていたかもしれないことに
気づく

 子どもの挑戦を親が後押しできる

早期に相談するようになる
 休み始めから相談までの平均
期間が短くなる

プログラムに賛同し同意する
 プログラムの参加率が向上す
る

 プログラムに参加することに道
が開けたような表情、言葉が
出てくる

参加定着
 日々の報告を欠かさず送る
 取組みたいことが主体的に出
てくる

 取組みたいことの実施内容を
具体的に報告するようになる

親子の関わり方の改善
 これまで自分が行なって来な
かった、関わり方を試そうとする

 子どもの言動と親の関わり方
は相互に影響し合っていること
に気づく

 取組みに自分なりの工夫が出
てくる

 子どもの良い変化を嬉しそうに
話すようになる

 焦りや不安を子どもにぶつける
のではなく、自分の関わり方を
変えようとする

早期に相談（悩みを打ち明ける）するよう勧める
 不登校相談窓口への周知（チラシ、広報、HP、イン
スタ、親の会等）及び相談ハードルを下げる（電子
申請・Zoom、電話）

支援同意の取得
 子どもの様子を聞く（登校状況、不登校の状況や経
過、きっかけ、子どもの健康状態、親子関係、家庭内
の様子等）

 親の気持ち（不安、迷い、怒り等）を話すよう促す
 不登校に至る背景要因は複雑であり、一つの要因だ
けではないことを伝え、今何が一番大きい要因である
かを一緒に探すよう促す

 親子関係の間に入りお互いの思いの仲介をすることで、
それぞれの関わり方に変化を与えるプログラムであること
を伝える

親子のコミュニケーションの改善
 会話の時間を意識的に作るよう促す（食事の時は、
スマホ、動画は見ない）

 親子で一緒に取り組む、作業や外出、遊びなどを実
施するよう促す

親子の関わり方の改善（過保護・過干渉からの脱
却）

 セルフマネジメントシートを活用して、過保護・過干渉
な関わり方になっていないか気づきを促す

 子どもが取り組んだことを意識的に観察し褒めるよう促
す

家庭・学校・支援者が一体と
なり、子どもの回復と成⾧を
支え続けられる体制が確立す
る
 家庭、学校、共生社会課
が「子ども中心の支援」とい
う共通の視点を持ち、連携
が当たり前となっているいる

 支援の切れ目がなく、情報
や支援の引き継ぎがスムー
ズに行われる

 それぞれの立場での支援的
関わりが定着し、再登校・
社会的参加に向けた環境
が継続的に提供される

子育てに関する信念の確立
 子どもの言動に振り回され
ることなく、親として子ども
にこうあって欲しいという信
念を持って関わることがで
きる

 親の価値観の押し付けで
はなく、自立した大人に成
⾧していくことを支えるよう
な関わり方ができる

子どもの意志を尊重すること
への不安の解消

 子どもの意志を尊重して、
子どもに選択させても大丈
夫だという安心感を持てて
いる（親が望まない選択
をしようとした時に）

より良い親子関係の構築
 子どもとの時間を大切にし
ようとする（意識的に時
間を確保しようとする）

 親子に強い信頼関係があ
るので、子どもが問題に直
面した時も乗り越えられる
と信じて接することができる

子
ど
も

支援実施
 訪問回数
 面会回数
 支援の回数
 承認内容・回数

安心感や信頼感が醸成される
 自ら興味関心ごとを語るよう
になる

 支援者との距離を自分から
縮めるようになる（並んで歩く、
近くに座る等）

気持ちを少しずつ語るようになる
 学校・家庭・友達などのことを
自分の感情を交えて話すよう
になる

できることから取り組むようにな
る

 「今日は〇〇をやった」と褒め
て欲しそうに報告してくる

 不安や避けたいという気持ち
がありながらも、乗り越えたい
という気持ちを選択するように
なる

生活リズムの改善
 起床・就寝、食事、入浴等の
リズムが整う

 自分の事は自分で行うように
なる

安心できる関係の中で、前に進む力を育む
（全時期共通）
 一緒に散歩や遊ぶことで、話しやすい雰囲気を作り、
安心できる存在だと感じてもらえるよう働きかける

 家での様子や本人の気持ちを語れるようなタイミン
グ、雰囲気を作る

 支援者の失敗談を伝え、子どもが心を開きやすくす
るよう働きかける

子どもの気持ちを引き出し、言語化する支援
 支援者が関わることになった理由を伝えて、本人とし
てはどのように思っているか尋ねる

 答えられなかったとしても、否定せず考える時間を設
ける

小さな成功体験（生活習慣等）の創出、自信の回
復

 子どもが興味や関心に沿って「できそう・やってみた
い」を自分で選び、段階的に挑戦するよう促す

 家の中において、自分で決めて自分で実行したこと
（起床・就寝時間、片付け、用意、お手伝い等）
を保護者から聞き、承認する

 ６

子どもが「やってみたいこと」に自
発的に取り組むようになる
子どもが「明日から〇〇するよ」
「今度は〇〇してみたい」と自
分から目標を掲げるようになる

子どもが自らの意思で目標に
向かって行動することができる

他者への関心
自分の欲求を押し通すだけで
なく、家族（親）や支援者を
喜ばせるような行動をしようとす
る

自分を客観視できるようになる
なぜ支援者が訪問してくれてい
るのか気づくようになる

自分の登校を応援してくれてい
ることを認識する

当初抱えていた登校に関す
る問題が解消される
 不登校、行き渋り、さみだ
れ登校、母子登校、別室
登校、遅刻・早退等が解
消される

 毎日、元気に楽しく学校
に通うようになる

自信の獲得・自己肯定感の
向上

 やってみよう→やれたという
体験が自信となり継続的
に挑戦しようとしている

 直面する困難（学校での
トラブル、友人関係等の
悩み）に対し、自分の気
持ちや困りごとを言葉にし、
家族や周りの人と共有し
ながら対処しようとしている

 嫌なことや不安に耐える
力が備わってきている



原則として、自立生活相談センターに自ら相談してくる世帯（支援同意の取得）対象者

１２週（概ね３か月）
支援期間

（７月より随時開始）

保護者：心理専門職等
子ども：生活支援コーディネーター

支援員

〇親支援（ペアレントトレーニング）
セルフマネジメントシートを使った内省
メールによる支援員への報告（原則毎日）
面談（原則週１回の訪問）

〇子ども支援
支援員による訪問・活動支援（週１日）
子どもの想いの把握
自立に向けた支援（小さな挑戦と承認の積み重ね）

支援方法

１０～１２世帯程度（→支援方法の確立を目指す）
今年度目標とする

支援世帯数

本モデル事業の支援プログラム概要「再登校・社会参加支援 CoCoカラプログラム」
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支援プログラム「 CoCoカラプログラム」の流れ

相談の入口

自宅訪問

支援計画による
支援開始

支援同意

初回面談

・月７日以上又は２か月で１０日以上欠席した児童生徒へ学校より勧奨
・電子申請により相談予約

・自宅環境確認（日中子どもが過ごす場所、子ども部屋、リビング等）
・子どもの興味関心の把握（子どもとの会話交流、共通の話題作り）

・親支援（ペアレントトレーニング）／心理専門職
・子ども支援（遊び・会話を通じた気持ちの言語化支援、過去の経験の捉え

なおし支援 ） ／生活支援コーディネーター
・セルフマネジメントシートを活用した内省（リフレクション）

・プログラムの説明（プログラムにおいて親や子どもに求めること）
・親の意思確認・同意書取得（今の状況を変えていく意向があるか、両親
共に支援を受けることに同意しているか）

・【方法】来所、LINEビデオ通話、訪問等
・【内容】不登校の経緯・きっかけ、家での様子、親子関係等

終結
・再登校又は学校以外の参加の場への定期的参加
・親子関係の安定

原
則
３
カ
月
）

01

02

03

04

05

06
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対象児童生徒（月７日以上又は２か月で１０日以上欠席）への個別勧奨メール
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使用しているツール「セルフマネジメントノート（支援のゴール設定）」
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使用しているツール「セルフマネジメントノート（週ごとの目標）」
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ケース事例（中学３年女子） ：支援内容・取組事項

支援内容（取り組んでもらったこと）項目

 学校での出来事を聞く
 あいさつを必ずする
 あいさつに一言つける
 イライラしている時も無視はしない「ふーん」など何か返す
 登校する時、夜ごはんのとき、ほめるときに頭をなでる

１
親子の関係性を整える

関わり

 朝起こすルールを決めて実行する
 休日にパジャマから着替えたらほめる
 学校のカバンの置場を決め直す
 プリントの山を減らせたらほめる

２
生活リズムと役割づくり

 学校に遅刻せずに行けたらほめる
 「お風呂入って」は1回だけにする
 課題の有無、提出期限、いつやるのかを聞いてできたらほめる
 「勉強しなさい」と言わない

３
自己肯定感

自立心を育てる関わり
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ケース事例（中学３年女子） ：親と子どもに現れた変化 ※子どもには支援員の直接介入なし

AfterBefore
当初の状態

３か月目（11月）２カ月目（10月）1カ月目（９月）

 子どもが自分で行動できるよ
う何をしたらよいか考える

 子どもの不機嫌につられない
ように、自分の言動を意識し
た取り組みをとりいれる

 勉強や課題について子ども自
身に考えさせる言葉を伝える

 ほめる声かけが定着し、愛情
表現が増える

 子どもがどうするかを尋ねる
声かけが増える

 子どもに片付けさせることを
取り組みの目標にするがうま
くいかず。

 遅刻せずに登校できた日のほ
める声かけが定着する。

 先回りして朝の送迎を提案し、
「言わなければよかった」と
気づく。

 子どもが要求することに迎合
するのではなく、不必要と思
われることに対しては「ダ
メ」と言えるようになる

 ほめることができていないこ
とを自覚し、褒める行動をと
りいれる

 何度も声かけしていた行動を
控えることで、子どもが自分
で行動する場面に気づく

 自分の行動を変えてみようと
する

 注意ではなく、学校のなにげ
ない会話ができる

 デジタルの使い方とルールを
家族で相談。学校を欠席した
日は使用しない。

 起床時や、入浴を促
すために何度も声か
けをする

 子どもの行動をほめ
ることより、注意す
ることが多い

 子どもを信じて任せ
ることが少ない

 進路の資料を取り寄
せて、目のつく場所
におく

 家族が困らないよう
片付けや声かけを頻
繁にする

親
（
母
親
）

 進路について母と話をするこ
とができ、高校見学に参加す
る

 推薦をめざして推薦申込書の
記入をする。

 自主的に自宅で学習する。
 朝歩いて登校する日が数日あ

る

 学校の話題をするようになる
 母のほめる言葉にまんざらで

もない様子
 進路の話を母がすると「だか

らリビングにいたくない」
「今日は土日だから学校の話
はしたくない」

 欠席なし

 遅刻せずに登校できるように
なった

 欠席なし
 母と決めた約束を守る（入

浴）
 母との会話が増える
 テストを母にみせる

 うまくいかないと
「ママのせい」とい
う発言が多い

 嫌なことがあると避
ける

 車で送らないと登校
しない。

 進路の話題を避ける

子
ど
も



支援開始（7月～）から見えてきた考察－「相談の入口」

見えてきたこと当初の仮説（相談の入口）

・想定より早い段階での相談が多い（全欠ではなく、毎日の行
き渋り、遅刻、早退等）

→すでに欠席が続いているケースが相談に繋がるよう「チラ
シ」を改良する

・相談申込はオンラインがほとんど。学校からの勧奨（プッ
シュ型）より、保護者がネットで「検索」して共生社会課の相
談フォームに行きついている

・深夜、土日の申請フォームからの相談も見受けられる

・学校からの勧奨チラシ配布の実績と、昨年度の⾧期不登校児
童生徒数を鑑みると、配布が徹底されていないと思われる
→学校からの勧奨の徹底及び、効果を高める方策の検討が必要

・⾧期欠席者の相談がない。中学校卒業前に介入支援するため、
教育委員会との連携が不可欠

→１１月末から支援室と共生社会課で中学校に訪問予定。特に
別室登校、遅刻早退生徒の状況や中3の不登校生徒の状況把握を
行う

 早期相談に繋げるための効果的な方
策は？

 どんな相談方法であれば、相談しや
すいか（来所、訪問、オンライン、
電話等）

 相談対応時間はいかにあるべきか
（平日業務時間内だけでよいのか）
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支援開始（7月～）から見えてきた考察－「支援の方法」

見えてきたこと当初の仮説（支援の方法）

・心理専門職と生活支援コーディネーターの2人が毎週自宅を訪
問し、親子それぞれに介入支援することは、親子関係の改善や
子どもの自己肯定感の向上を達成するのに有効な方法である

→毎週の訪問の業務負担は少なくないため、週１回が必須なの
か頻度を下げてもいいのか検討の余地はある

・一方で子ども本人への介入支援が難しいケース（中学生等）
で、親のみの支援であっても効果は出せる

・支援を求めてくるのは、休み始めの期間は短いが、登校しぶ
りや遅刻などが⾧期に渡っているケース。すでに欠席が⾧期化
している世帯は、直接相談では申し込みしてこない。

・セルフマネジメントシートの活用は効果的。登校のみを子ど
もの「ありたい姿」にするのではなく、「乗り越える力」「子
どもが自ら行動する力」をつける必要性を意識化できる

・毎日の報告メールは、支援者が親子関係の変化や登校状況の
変化を把握するのにとても有効。一方で、職員の業務負担は少
なくないため、毎日返信できる体制（職員の休暇等）の構築が
不可欠

 効果を発現させるために親と子のど
ちらに多く介入すべきか？（支援員
と子ども、親のそれぞれの面談頻度
は？）

 不登校のフェーズ（休み始め・⾧期
化）に応じた支援方法の違いは？

 支援に適した場所はどこか？

 支援員と親・子とのコミュニケー
ションツールとして、セルフマネジ
メントシートは有効か？
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支援開始（7月～）から見えてきた考察－「支援の内容」

見えてきたこと当初の仮説（支援内容）

・不登校を引き起こす要因として、親が子どもへの関心（愛
情）を正しくない仕方で表していること（親の価値観の押しつ
け、子どもを失敗させないように先回りや肩代わりする行動
等）が関係している
・その結果として、子どもが他の子どもよりも、心理面、生活
面、行動面において自立度が低く、クラスにおいて劣等感を感
じやすくなっている
・ネガティブなコミュニケーションを減らし、子どもの自発的
行動を促すような働きかけと承認を繰り返すことは、子どもが
自信を獲得し、自己肯定感を高める上で不可欠
・アセスメント時に、デジタルの使用状況、家庭のルール確認、
親の意識、課題について聞き取りをすることは、それ自体が親
の意識づけとなり効果的
・低学年の子どもの場合は、個人所有のスマホを持たせる前に
家のルールづくりが行えるため取り組みやすい。同時にデジタ
ルを使わない時間に何をするか（アナログ遊びや料理、本な
ど）の提案も必要

 効果を発現させるために、支援計画
に必ず含めるべき項目は？

 子どもと親のコミュニケーション量
や質を改善させることは有効か？

 家庭のルールづくり（特にデジタル
使用）は有効か？

 不登校のフェーズ（休み始め・⾧期
化）に応じた支援計画のあり方は？
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政策デザインの過程 事例②
～孤独・孤立対策 包括的支援体制～

「豊明市地域共生社会推進指針」策定事業
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豊明市地域共生社会推進指針の策定（2024‐2025年度）

少子高齢化や世帯構成の変化、外国人市民の増加などにより、生活上の困りごとや生きづらさが孤独や
孤立として表面化しつつあり、これまで市が取り組んできた多文化共生、市民協働、男女共同参画・
LGBT等の政策の枠を超えて重なり合い、複合的な課題として生じている。これら新たな政策課題に対応
していくため、「包括的支援体制の整備（社会福祉法第106条の３）」「孤独・孤独孤立対策（孤独孤立
対策推進法第4条）」の趣旨を踏まえ策定。職員の政策立案能力向上を狙い、調査設計（調査票入力を除
く)、単純集計、クロス分析、ライティング作業等、一連の策定業務すべてを、手作りにて策定

課題仮説の立案作業（現状把握・真因分析）
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調査設計段階の仮説（2025年度 豊明市地域のつながりに関する市民意識調査 20～79歳の市民3,000人対象 回答率42.8％）

様々な立場・境遇にあっても孤立することなく人とのかかわりの中でよりよく生きていく

周りや支援者が気づいて
いない孤立があるのでは
ないか？

表面化しない
孤立

安心していられるつなが
りや活動と出会えてない
のではないか？

安心して過ごせ
る繋がりの不足

地域で住民同士のつなが
りがないのではないか？

地域関係の希薄

自身が孤立し
ていると思っ
ていないので
はないか？

孤立の自己
認識不足

相談したくな
い、相談する
ことだと思っ
てないので
は？

相談までの
壁

地域に孤立して
いる人・困って
いる人がいても
行動できないの
では？

認識と行動

自分が参加し
たい・参加で
きると思える
活動がない？

興味関心に
応じた活動

活動を知らな
い？参加の
きっかけや後
押しがない？

参加のボト
ルネック

人と活動、地
域を繋ぐ機能
が不足してい
るのでは？

コーディ
ネート不足

繋がらなくて
も困らないと
感じているの
ではないか？

地域への
期待不足

自分（家庭・
仕事）のこと
で精一杯なの
ではないか？

仕事・家庭
での負担

コミュニケー
ション頻度

外出頻度

不安や悩みご
との有無

受けている支
援の有無

相談相手・話
し相手の有無

相談への考え

身近な困り事
を抱えて人へ

の行動

興味関心のあ
る活動

参加している
活動つながり

参加の
きっかけ

参加の条件

情報収集手段

地域に求めて
いること

関心がある地
域の課題

地域に関する
情報収集方法

地域活動への
参加状況

参加可能な
内容

課題仮説

調査項目
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調査結果に基づく仮説の修正・課題の特定
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政策効果発現経路の可視化（ロジックモデルの策定）
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KPIの設定（当初想定した望ましい変化を遂げているかをモニタリングする方法）



指定管理者とのビジョン共有（廃校した小学校跡地施設を活用した多様な居場所づくり）

地域共生社会の実現をコンセプトとした「共生交流プラザ カラット」 サポーターによる子どもの学習支援

不登校児童の同好会ボランティア栄養士による調理指導 医療生協組合研修医による子ども若者の居場所
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政策デザイン手法の横展開
～アジャイル型政策に係る市町村伴走支援～

厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた
市町村の地域デザイン力を高める組織構築に関する調査研究」

受託：藤田医科大学 運営協力：愛知県豊明市
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アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム

2025年度 アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム 実施概要

参加自治体

検討テーマ

北海道安平町、山形県高畠町、茨城県守谷市
栃木県さくら市、埼玉県秩父市、埼玉県東松山市
埼玉県戸田市、東京都青ヶ島村  、岐阜県輪之内町
静岡県裾野市、静岡県函南町、大阪府八尾市
広島県呉市、⾧崎県雲仙市、沖縄県那覇市

介護予防・リハビリテーション、総合事業
地域ケア会議
離島等における地域包括ケア（Aging in Place）
支援困難ケースを抱える支援者の孤立防止
包括的支援体制・重層的支援体制整備事業（多機関協働、
子ども若者支援、就労支援・社会参加支援、課題を抱え
る世帯の早期発見・早期支援等）

全国どこからでも参加可能なフルオンラインによる市町村向け
「政策立案支援プログラム」。2025年度は、日本一人口の少ない東
京都青ヶ島村を含む全国から１５市町村が参加。
政策立案に経験豊富なメンターが、参加自治体に約半年間コーチン
グ役として寄り添い、共に事業の目的の問い直し、達成に向けた道
筋を立て、実践と振り返りを重ねながら取組を進めていく集合型コ
ンサルティング。プログラム終了後も、関係者がロジックモデルを
ツールとして、成果と現状の差を皆で振り返り、試行錯誤できる自
律的な組織へと変革させるところまで狙っていることが特徴的

2019～2021年実践型地域づくり人材育成プログラム(計60自治体参加）
2022～アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム(計51自治体参加）
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アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム 特徴

国や都道府県が、取組の実施状況や予算執行状況等
の地域間比較に基づいて、支援を要する自治体を抽出
し、国や都道府県が有識者と共に訪問することで、担
当者に気づきを促したり、関係者の話し合いのきっか
けを作る （プッシュ型）。また個別の事業の実施を推
進するため、支援を受けたい自治体を募り、他自治体
の好事例や、交付金等の活用など予算の立て方、事業
の設計など具体的なアドバイスを行う（テーマ型） 。

すでに当該事業の実施について、組織内で意思決定
されている事業に対して、実務的なアドバイスを求め
たい場合に活用することが有効。ただし、派遣される
アドバイザーが当該事業の実施について、豊富な経験
を有し、実務的な助言ができる人材でなければ、効果
が低いため注意が必要。

それぞれの自治体において、地域の関係者を動か
していく核となる関係者（主に役所各課、包括、社
協等）で組成された少人数のチームに対して政策立
案の経験豊かなメンターが伴走し、チーム間や組織
内でどこを目指して取組を進めていくのかの合意形
成を導き、それぞれの組織やメンバーがその実現に
向けて具体的な行動を起こし始めるところまで目指
す。オンライン実施のため、職場を離れる必要がな
く、職員の人数が少ない小規模自治体でも複数の職
員で参加可能。

何を重点に取り組みをしていけばいいのかが決
まっていない、組織内の意見相違がある、役所、包
括、社協の足並みをそろえて具体的な事業の実施ま
で繋げたい自治体に効果的。

一般的なアドバイザー派遣事業 アジャイル地域包括ケア政策共創PG

Pick  up！他のアドバイザー事業との違い

メンター
（チームの伴走役）

チームメンバー
（市町村・その他関係者）

アドバイ
ザー

市町村職員

＼ オススメ!／
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プログラムにおける各自治体の政策デザインコミュニケーションの様子
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政策をより良くしていく活動を組織内外で活発にするためには

 役所組織における職員の業務分担においては、「なぜ必要なのか」や「うまくいった
状態」等の文脈が示されないまま、単なる事務事業やスケジュールをのみが引き継が
れがち

 限られた人員体制の中、業務の主担当者ひとりが孤独に取り組んでいることが多く、
このままではダメだという問題意識は持ちつつも、見直し改善を重ねていく時間や余
力はなく、「やる意味を感じられない」事務事業に心身ともに疲弊していく

 社会をより良くしていくために、政策をデザインしていく取組は、元来やりがいのあ
る楽しいものであり、知的で創造的な仕事は、職員の能力や意欲を劇的に向上させる

 「何を目指すのか」「どうなったらうまくいったと言えるのか」をチームメンバーみ
んなで合意し、日々確認することが大切。それにより、メンバー皆が小さな良い変化
を意識的に捉え、喜び合い、互いに承認し、さらなる成果を目指して、自ら学び、改
善し実践を重ねていく好循環が生まれ、自律的な人材や組織へと育っていく

政策デザインに夢中になる場や時間の確保 と 成功のモノサシの共有



豊明市 市民生活部 共生社会課
E-mail：kyosei@city.toyoake.lg.jp

TEL : 0562-92-8306

豊明市新田町子持松1番地1
https://www.city.toyoake.lg.jp/


